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e-Renewal ご利用の前に (1/2)
1

e-Renewalは、国際登録の更新のためのオンラインツールです。

国際登録の存続期間は、国際登録日から10年です。

国際登録を更新することにより、各指定国での権利も更新することができます。

国際登録の満了日6か月前に名義人及び代理人に非公式のお知らせが送付されます。

e-Renewalは、満了日の6か月前からのみ利用可能です。
（満了後6か月までのグレースピリオドの期間も利用可能です。）
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e-Renewal ご利用の前に (2/2)
2

e-Renewalでは、更新料の支払いはWIPO予納口座又はクレジットカードとなります。
（様式MM11による更新の場合はWIPO予納口座又は銀行送金。）

更新と同時に名義変更、住所変更、区分を減じる等の変更手続きはできません。
（更新手続きの中で指定国を減らすことは可能です。その他の各種変更手続きを行う場合
は前もって手続きしておく必要があります。）

e-Renewalの利用にはWIPOユーザーアカウントが必要です。（スライド3参照）

e-Renewalによる手続きを行わない場合でも、更新の対象となる国際登録の各指定国で
のステータスの概要や、更新にかかる費用を確認するのに便利です。（Fee calculatorより
簡単に料金を確認できます。）
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1. WIPO IP PORTALへアクセス
3

WIPOウェブサイトの右上にある「IP Portal」をクリックします。
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2. WIPOユーザーアカウントでログイン
4

e-Renewalの利用には、WIPOユーザーアカウントでのログインが必要です。
アカウントをお持ちでない場合は、「Create WIPO Account」からアカウントを作成してください。
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3. e-Renewalへのアクセス 5

左上の「MENU」をクリックし、「TRADEMARKS」-「File&Manage」-「eMadrid」を選択します。



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

3. e-Renewalへのアクセス(2) 6

「eMadrid」のサービスの中から、「RENEW YOUR REGISTRATION」を選択します。
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4. オンライン更新手続きの開始
7

更新対象の案件の国際登録番号を入力し、「Start the renewal process」をクリックします。
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5. 更新対象の案件の呼び出し
8

更新対象の案件が呼び出されます。内容を確認し、右下の「Continue with the renewal」をクリックします。
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6. 更新する指定国を選択
9

指定国が国際登録簿に記録されているステータス毎に分類された形で表示されます。この中から更新する指
定国を選択し、右下の「Continue with the renewal」をクリックします。

「Select all」一括選択
「Unselect all」一括選択解除

全部保護されている指定国

一部保護されている指定国

更新することができない指定国
*放棄(Renunciation)又は全部無効

(Total Invalidation)が国際登録簿に記録
されている指定国

注1：各指定国でのステータスの詳
細はMadrid Monitor等でもしっか
り確認してください。
注2：指定国において一部又は全
部無効等の決定がなされていても
WIPOへその旨の通知が届くまでタイ
ムラグがあり、当該決定が国際登録
簿に未反映の場合があります。国際
登録の更新は、国際登録簿上の記
録に基づき行われます。

更新したい国を個別に選択

注3：一つも指定国を選ばず
に国際登録を更新することは
できません。
注4：保護が全部拒絶になっ
た指定国を選んで更新するこ
とは可能です。
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7. 更新する指定国の確認 10

選択した更新対象国が表示されます。内容を確認し、右下の「Continue with the renewal」を
クリックします。
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8. 料金の確認
11

更新料を確認します。「Fees of contracting parties」の「Details」をクリックすると指定国毎の更新対象と
なる区分数と料金の内訳を確認することができます。
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9. 料金の内訳の確認
12

指定国毎の更新対象となる区分数と料金の内訳を確認し、右下の「Continue with the renewal」
をクリックします。

注：更新と同時に区分を減
じる手続きはできません。区分
を減らしたい場合は、
Limitation等の手続きを前
もって行う必要があります。
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[参考] 更新料の内訳を確認する際のポイント
13

＜留意点＞
個別手数料の徴収を宣言していない指定締約国：(a), (b) 及び(c)の合計額

 追加手数料は指定国における無効、限定、最終決定に影響を受けず、存続期間満了日時点での国際登録簿のメインリスト上の区分
の数に応じて計算される。また、付加手数料が国の数に応じて計算される。
個別手数料を徴収する指定締約国：(a)及び(d)の合計額

 第18規則の3に基づく最終決定の記録において保護の対象となっている区分の数に基づいて計算（更新時に保護されていない区分が
審判請求等により更新後に保護が認められた場合は、当該区分は次の更新から計算の対象となる）。更新時点で暫定拒絶通報が
出ており第18規則の3に基づく最終決定が出ていない場合は全ての区分の数に基づいて計算。保護が全部拒絶となった指定国につい
て更新する場合は、限定、一部無効又は一部取消によって更新できない区分を除く、全ての区分について料金の支払いが必要。

内訳 摘要 額（スイスフラン）

(a) 基本手数料
Basic Fee 

653
(満了後6か月の猶予期間は、基本手数料の50%の
割増料金が必要)

(b) 付加手数料
Complementary Fee 1指定国ごとに 100

(c) 追加手数料
Supplementary Fee 標章の国際分類の数が3を超えた1区分ごとに 100

(d) 個別手数料
Individual Fee
(Fees of contracting parties)

個別手数料の徴収を宣言している締約国
（個別手数料を徴収する締約国は(b)及び(c)は不要）

締約国ごとに定める額
https://www.wipo.int/madrid/en/fees/i
nd_taxes.html

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html
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10. 支払い方法の選択
14

クレジットカード又はWIPO予納口座のいずれかの支払い方法を選択し、右下の「Continue with the
renewal」をクリックします。
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11. 支払い
15

支払い方法に応じた詳細を入力し、右下の「Continue with the renewal」をクリックします。
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12. 確認メール
16

手続きが完了すると、以下のような受領確認のメールがWIPOから送付されます。

SAMPLE

注：更新処理がエラーと
なったり、手続受領通知
が送付されない場合、下
記の案内に従って、下記
アドレスまで連絡をお願
いします。
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13. 更新証明書
17

更新手続きと手数料の納付を確認次第、国際事務局は国際登録簿に更新を記録します。
更新が国際登録簿に記録された後、更新証明書が名義人（代理人がいる場合は代理人）に
メールで送付されます。
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ご不明な点がありましたら、以下までお問い合わせください。

世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所

住所: 〒100-0013 
東京都千代田区霞が関1丁目4-2 
大同生命霞が関ビル3階

TEL: 03-5532-5030
E-Mail: japan.office@wipo.int
URL:  www.wipo.int/japan

18
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